様式第５号（第９条関係）
年　　月　　日　
（宛先）下関市長

申請者（個人の場合は、住所及び氏名）
  　　　　　　　　　　　　　　　所在地
  　　　　　　　　　　　　　　　名　称
　　　　　　　　　　　　　　　　代表者職・氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

まちなかリビルド支援事業補助金交付申請書

まちなかリビルド支援事業補助金の交付を受けたいので、下関市まちなかリビルド支援事業補助金交付要綱第９条第１項の規定により、下記のとおり関係書類を添えて申請します。

記
	１　除却対象建築物の詳細

	
	①所在地（地名地番）
	

	
	②建築年
	年　　月
	③構造
	

	
	④階数
	地上　　　　階
地下　　　　階
	⑤除却延べ床
面積
	㎡

	２　土地及び除却対象建築物の所有者、抵当権者等
　□申請者本人のみ　　□申請者以外を含む
	申請者以外の氏名
	住所
	権利内容

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	３　新築予定建築物の計画
	別紙のとおり

	４　事業完了予定
	　　　　年　　　月　　　日

	５　補助対象経費
	円

	６　補助金の交付申請額
	円


   ※除却対象建築物が複数棟ある場合は、様式第１－２号を添付すること。
	７．誓約事項
私は、次に掲げる事項について誓約します。
(１) 申請者が法人の場合にあっては、会社更生法又は民事再生法に基づく再生手続、破産法に基づく破産手続、会社法に基づく特別清算の開始決定のいずれも受けていないこと。申請者が個人の場合にあっては、破産手続又は民事再生手続の開始決定等を受けていないこと。
(２) この申請の対象工事は、その他の補助金等の活用を受けていない又は受けないこと。
(３) 申請者が暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(４) この申請の補助対象事業の解体業者が、暴力団若しくは暴力団員であったこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有したことが判明したときは、申請者は市に補助金を返還すること。
(５) 申請者は、補助金の交付決定前に補助対象事業（契約締結を含む。）に着手しないこと。
(６) 申請者は、提出した書類一式については返還を求めないこと。
(７) 市が補助対象事業の適正な運用のために、申請内容の確認、市税滞納の有無の確認、他の補助金の重複申請の有無の確認、暴力団排除に係る所要の照会（警察等）を行うことに同意し、必要な資料提出及び調査に協力すること。
(８) 提出書類の記載内容に虚偽がないこと。虚偽その他不正の手段が判明した場合は、交付決定の取消し及び補助金の返還等の措置に従うこと。
年　　月　　日　　
申請者氏名






８ 添付書類
（１）除却対象建築物の位置図（付近見取図）及び配置図
（２）老朽建築物不良度測定基準表（様式第２号）
（３）現況写真（除却対象建築物の外観及び老朽度合の判定が分かる箇所）
（４）除却対象建築物の全部事項証明書（発行日から６月以内のもの）
（５）新築予定建築物を建築する土地の全部事項証明書及び公図（いずれも発行日から６月以内のもの）
（６）除却対象建築物の求積図
（７）除却対象建築物の所有権を有していない場合は、当該除却対象建築物の所有者からの除却に係る同意書
（８）新築予定建築物を建築する土地の所有権を有していない場合は、当該土地の所有者からの新築予定建築物の建築に係る同意書
（９）前２号に掲げるもののほか、抵当権者等がいる場合は、抵当権者等からの同意書
[bookmark: _GoBack]（10）補助対象事業に要する解体業者が提出した仕様明細を含む見積書の写し（経費の内訳が記載されたものに限るものとし、対象外経費を含む場合にあっては当該経費に要する額を、含まない場合にあってはその旨を内訳に明記するものとする。この場合において、除却対象建築物と補助金の交付の対象とならない建築物を一体的に除却するときは、それぞれの建築物の延べ床面積に対する撤去費用が分かるものであること。）ただし、補助対象者が当該除却工事を自ら請け負い、又は自ら施工する場合は、当該見積書に加え、申請者と資本関係又は役員の兼任その他の人的関係を有しない解体業者が、同一仕様に基づき作成した内訳明細付見積書（２者以上）を併せて提出しなければならない。
（11）前号の解体業者の建築工事業、土木工事業若しくは解体工事業の建設業許可証又は解体工事業の登録通知書の写し
（12）申請を行う者が個人の場合は、住民票の写し及び市税の滞納がないことを証する書類（いずれも発行日から６月以内のもの）
（13）申請を行う者が法人の場合は、当該法人に係る次に掲げる書類
　　ア　履歴事項全部証明書（発行日から６月以内のもの）
　　イ　定款の謄本
　　ウ　市税の滞納がないことを証する書類（発行日から６月以内のもの）
　　エ　過去３年分の財務諸表
（14）申請を行う者が団体の場合は、当該団体に係る次に掲げる書類
　　ア　会則又は規約
　　イ　役員名簿及び会員名簿
　　ウ　役員に係る住民票の写し及び市税の滞納がないことを証する書類（いずれも発行日から６月以内のもの）
（15）新築予定建築物の敷地面積、建築面積、延べ床面積、建物用途、平面図、立面図、建築完了までの工程表その他計画の詳細が分かる書類
（16）資金計画書（様式第３号）
（17）その他市長が必要と認める書類等
